
【第1報】今後の入構について（0401） 

4 月 8日（金）より対面で授業を行います。この日は水曜授業振替です。 

昨年度、【第15報】で3月31日までの間、大学入構に関しては、事務手続き（証明書発

行・就職相談等）、教室利用（ＰＣ教室）を行う場合のみとしていましたが、2 回生以上の

学生につきましては 4 月 7 日までの間、この方針を延長します。新入生のオリエンテーシ

ョンも行っていますので皆さんのご協力をお願いします。（4/5 PC室使用不可） 

また、入構に際し次の項目を守ってください。 

①風邪様症状がないことを確認する。 

②入構したら、教学課窓口で必要事項を記入する。 

退構する時も教学課窓口に立ち寄ること。 

サークル活動につきましては、大阪府からの要請が来ていますので3月22日～4月24日 

まで禁止します。 

大阪府より3月22日～4月24日までは年度替わりの集中警戒期間とし、大学等には次の

要請が来ています。 

発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えること。 

感染リスクの高い次の行動について感染防止対策を徹底すること 

  〇旅行や自宅・友人宅での飲み会 

  〇特に、歓送迎会、謝恩会、宴会を伴う花見など、他人数が集まる会食 

  〇部活動や課外活動における感染リスクの高い活動（合宿等）や前後の会食 

学生の皆さん、「大阪府からの要請」を守り、教育に携わる職業を目指す大学の学生とし

て責任ある行動をとってください。 

状況に変更があればトキガクポータルにてお知らせしますので、確認してください。 
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